
 京都市金銭登録機の使用を伴う歳入金等徴収事務規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２８年３月１日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第  号 

   京都市金銭登録機の使用を伴う歳入金等徴収事務規則の一部を改正する規則 

 京都市金銭登録機の使用を伴う歳入金等徴収事務規則の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「又は同条例」を「，同条例」に改め，「別表第３に掲げる手数料」の

右に「又は京都市印鑑条例第２７条第１項に規定する手数料（印鑑登録証明書に係るもの

に限る。）」を加え，同条第２号中「別表第６」を「別表第７」に改め，同条第８号中「第

３４条第１項」を「第５３条第１項」に改め，同条第９号及び第１２号中「別表第６」を

「別表第７」に改め，同条第１３号中「別表第６」を「別表第７」に，「，道路」を「若

しくは道路」に改め，「若しくは公文書を閲覧に供する事務（道路の境界図の閲覧に係る

ものに限る。）に係る手数料」を削り，同条第１５号中「手数料」の右に「，京都市証明

等手数料条例別表第６に掲げる手数料又は同条例別表第７に掲げる住民票の不存在に関す

る証明書の交付に係る手数料」を加える。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

（会計室） 
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